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Ⅰ．はじめに

当研究会は、わが国におけるＩＩＡ（内部

監査人協会）「内部監査の専門職的実施の国

際基準」（以下、ＩＩＡ国際基準）に基づく

内部監査の品質評価を研究することを目的に

発足したＣＩＡフォーラムNo.５－Ａから、

2005年２月に独立した。月例の研究会では、

品質評価マニュアルにてらしてメンバーが各

社の状況や経験について意見交換し、内部監

査の品質向上に役立つ成果を模索してきた。

特に2009年度からは品質評価の中でも内部

評価・定期的レビューにポイントを絞り、自

社の中でどのように取り組めるかについてデ

ィスカッションをはじめ、その中の重要な基

礎資料として、内部監査基本規程雛形の作成

に取りかかった。

本報告は、2010年９月７日に開催された社

団法人日本内部監査協会主催の第44回内部監

査推進全国大会の個別研究会で、中間発表と

して公表した内部監査本規程雛形とその解説

について、寄せられた意見等を勘案しながら、

メンバーで再度レビューを加えたものである。

Ⅱ．ＩＩＡ国際基準と内部監査
基本規程雛形の関係

最初にＩＩＡ「内部監査の定義」及び「基

準」と内部監査基本規程雛形との関係につい

て説明する。

まずは、内部監査の定義である。

研究会No.５－Ｃ（内部監査の品質評価）

〔品質評価〕ＩＩＡ基準への適合性評価
－基礎資料としての内部監査基本規程雛形－
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内部監査は、組織体の運営に関し価値を

付加し、また改善するために行われる、独

立にして、客観的なアシュアランスおよび

コンサルティング活動である。内部監査は、

組織体の目標の達成に役立つことにある。

このためにリスク・マネジメント、コント

ロールおよびガバナンスの各プロセスの有

効性の評価、改善を、内部監査の専門職と

して規律ある姿勢で体系的な手法をもって

行う。
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ポイントは以下の４つである。

①　組織体に価値を付加する。

② アシュアランスおよびコンサルティング

活動である。

③ リスク・マネジメント、コントロールお

よびガバナンスの各プロセスを対象とする。

④ 専門職としての規律ある姿勢、体系的な

手法をもって行う。

次にＩＩＡ国際基準の中の人的基準である。

ポイントは以下の４つである。

① 内部監査部門の目的、権限、責任は、Ｉ

ＩＡが定める内部監査の定義、倫理綱要、

国際基準に適合し、内部監査基本規程にお

いて定義する。

② 組織上の独立性と内部監査人の客観性も

って業務を行う。

③ 内部監査の個々の業務は、熟達した専門

的能力と専門職としての正当な注意とをも

って遂行する。

④ 内部監査部門長は、品質のアシュアラン

スと改善のプログラムを作成、維持する。

最後はＩＩＡ国際基準の中の実施基準であ

る。

ポイントは以下の７つである。

① 内部監査部門の有効な管理として以下が

行われている。

・内部監査部門の業務の結果が、内部監査

基本規程に定められている目的と責任を

達成している。

・内部監査部門は、内部監査の定義および

基準に適合している。

・内部監査部門に所属する個人が、倫理綱

要や基準に適合していることを実証して

いる。

②　リスク・ベースの監査計画を策定する。

③ ガバナンス、リスク・マネジメントおよ

びコントロールの各プロセスを評価し、改

善に貢献する。

④ 個々の業務の目標、範囲、実施時期と資

源の配分を含む計画の立案、文書化を実施

する。

⑤ 内部監査の個々の業務の目標を達成する

ため、十分な情報の識別・分析・評価・文

書化を実施する。

⑥ 内部監査の結果を、経営管理者へ伝達す

る。

⑦ 内部監査の結果への対応状況をモニタリ

ングする仕組みを確立し、維持する。

このような「内部監査の定義」や「基準」

に合った内部監査基本規程を作るためには何

が必要かを検討した結果、「内部監査基本規

程雛形」を作ることにした。

次項では、我々が作った「内部監査基本規

程雛形」について紹介する。

Ⅲ．内部監査基本規程雛形

本雛形は、「規程制定の目的」、「内部監査

－－ＩＩＡ国際基準（人的基準）－－

1000 ――目的、権限および責任

1100 ――独立性と客観性

1200 ――熟達した専門的能力および専門職

としての正当な注意

1300――品質のアシュアランスと改善のプ

ログラム

－－ＩＩＡ国際基準（実施基準）－－

2000 ――内部監査部門の管理

2100 ――業務の内容

2200 ――内部監査（アシュアランスおよび

コンサルティング）の個々の業務に対す

る計画の策定

2300 ――内部監査（アシュアランスおよび

コンサルティング）の個々の業務の実施

2400 ――結果の伝達

2500 ――進捗状況のモニタリング

2600 ――最高経営者のリスク許容について

の問題解決
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の定義」、「ＩＩＡ国際基準の人的基準」、「Ｉ

ＩＡ国際基準の実施基準」、「遵守すべき関連

規範（ＩＩＡ国際基準、ＩＩＡ倫理綱要）」

の順で記載し、ＩＩＡ「内部監査の専門職的

実施の国際基準」との関連を明確にしつつ、

日本の基本規程の様式に載せて構成してい

る。本雛形を利用して自社の規程を作成する

際は、各社の状況に応じて、適宜、文言・内

容・項目の修正、追加等を行うことをお願い

する。

以下、各々の項目と、利用上の留意点及び

ＩＩＡ国際基準の意図することについて関連

付けて説明していく。

内部監査基本規程

○○年○○月○○日制定

【解説】

本項目は、日本の基本規程では一般的に最

初の項目として記載されるものである。

【解説】関連基準：内部監査の定義、ＩＩＡ

国際基準2100

本項目は内部監査の定義を引用した。本項

目を利用して、内部監査がプロセスを対象と

した監査であり、プロセスの改善に寄与する

ことが目的であることを明確にしている。

また、内部監査業務としてアシュアランス

業務とコンサルティング・サービスが存在す

ることもあわせて明示している。しかし、日

本においてコンサルティング・サービスを行

っている会社は少ないことから、この部分の

記載については省略することも可能である。

なお、本雛形においては、ＩＩＡ国際基準

では「リスク・マネジメント、コントロール

およびガバナンスの各プロセス」と記載され

ているものを「リスク・マネジメント・プロ

セス、コントロール・プロセス及びガバナン

ス・プロセス」と書き換えることである。す

べてのプロセスが監査対象であることを明確

にした。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1000、1100、

2600

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1000、1100、

2600）の規定に沿って、内部監査部門長の報

告ラインを規定したものであり、内部監査人

が独立性と客観性をもって内部監査を行うた

めのあるべき報告経路を示している。

ＩＩＡの国際基準は、内部監査部門長の報

告先について、他の業務執行部門からの干渉

を受けない組織体内の一定以上の階層にある

者に直属し、取締役会（監査委員会）への報

告ラインを確保することを要求している。日

本においては、取締役会に加え、ガバナンス

機構として監査役（又は監査役会）が設置さ

れている会社が一般的であるため、監査役

（又は監査役会）への報告経路が必要と考え、

監査役会に対しても定期的に説明を行うべき

であることを付け加えた。

１．規程制定の目的

本規程は、当社の内部監査の目的と範囲

及び内部監査部門の責任と権限を明確にす

るために定める。

３．内部監査部門長の活動報告

内部監査部門長は、監査結果を含む活動

状況について、直接、定期的に、社長及び

取締役会に報告を行う。また、監査役会に

対しても定期的に説明を行う。

２．内部監査の目的と範囲

内部監査部門は、組織体のリスク・マネ

ジメント・プロセス、コントロール・プロ

セス及びガバナンス・プロセス（注１）を

対象に有効性を評価し改善を図ることを目

的とし、アシュアランス活動とコンサルテ

ィング・サービス（注２）を行う。

４．内部監査部門の権限

内部監査部門は、内部監査活動において

必要とするすべての記録、財産、人に対し

て無制限のアクセスを可能とする。
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【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1000解釈

指針

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1000解釈指針）

によって内部監査の基本規程への記載が義務

付けられた内容である。ＩＩＡ国際基準は内

部監査の基本規程の中で、「内部監査（アシ

ュアランスおよびコンサルティング）の個々

の業務（engagement）の遂行に関連する、

記録・人・物的な財産を活用する権限を認

め、内部監査の活動の範囲を明確にする」こ

とを宣言し、内部監査部門の権限を明らかに

することを要求している。これを規程に盛り

込むことにより、内部監査部門は組織体内で

すべての記録、財産、人にアクセスする権限

を得ることとなる。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1100、1130

解釈指針、1130. A1、1130. A2

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1100）におい

て、内部監査部門の組織上の独立性と内部監

査人の内部監査業務遂行に対する客観性を求

めている。また、（1130解釈指針）は組織上

の独立性と個人の客観性の侵害について規定

し、このような状況に内部監査人が陥らない

よう、また陥った場合には開示することを義

務付けている。本項目では、「内部監査人は、

以前に自らが責任を有していた特定の業務に

ついての評価をしない」（1130. A1）こと及び

び「監査以外のことで内部監査部門長が責任

を有している職務」（1130. A2）を持たないこ

とを規定することにより、内部監査人の客観

性の確保をしようとしているものである。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1230

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1230）は、内

部監査人に継続的な専門的能力の向上を通じ

「知識・技能・その他の能力」を高めること

を要求している。本項目では、内部監査部門

長に、内部監査の品質の維持、向上のための

内部監査人の育成計画を作成させ、実施させ

ることにより、内部監査人の継続的な専門的

能力の向上を実現しようとしたものである。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1210. A1

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1210）は、

「内部監査部門は部門の責任を果たすために

必要な『知識・技能・その他の能力』を、部

門総体として備えているかまたは備えるよう

にしなければならない」と規定している。ま

た、（1210. A1）では「個々のアシュアランス

業務のすべてもしくはその一部を遂行するた

めに必要な『知識・技能・その他の能力』を

部門の内部監査人が欠く場合は、内部監査部

門長は適切な助言と支援を部門外から得なけ

ればならない」として、内部監査部門外の人

材を活用することにより必要な「知識・技

能・その他の能力」を得ることを推奨してお

り、本項目はこの手段を提供するものである。

６．内部監査人の専門的能力の向上

内部監査部門長は、内部監査の品質の維

持、向上の為、内部監査人の育成計画を作

成し、実施する。

７．内部監査部門外の人材の活用

内部監査部門長は、内部監査の実施に際

し、組織体内外の要員に対し必要な協力を

要請することができる。

８．内部監査の品質評価

１）内部監査部門長は、内部監査の品質の

維持、向上のため、内部監査人協会の定

める「内部監査の専門職的実施の国際基

準」に従って品質評価体制（注４）を構

５．内部監査人の客観性

１）内部監査人は以前（注３）に自らが責

任を有した特定の業務についての評価を

行わない。

２）内部監査人は自社および関係会社の事

業運営に関する業務を実施してはならな

い。
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【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準1300、

1310、1320

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1300）は、内

部監査部門長に、内部監査部門を取り巻くす

べての要素を網羅する、品質のアシュアラン

スと改善のプログラムを作成し維持すること

を求めており、これにより内部監査部門の部

門としての品質向上を目指している。

更に、品質のアシュアランスと改善のプロ

グラムでは内部評価（継続的モニタリングと

定期的レビュー）と外部評価（少なくとも５

年に一度）を求めており（1310）、これによ

ってＰＤＣＡのサイクルを回すとともに、外

部からの客観的評価を加えることにより、内

部監査の品質の向上を促すものである。また、

（1320）では、内部監査部門長が品質評価の

結果を最高経営者及び取締役会に報告するこ

とを求めている。

前述の第６項では内部監査人の専門的能力

の向上を促しているのに対し、本項目では、

ＩＩＡ国際基準の人的基準（1300）に則った

品質評価を行うことにより内部監査部門の組

織としての品質向上を図ろうとするものであ

る。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準2010、

2010. A1、2010. A2、2020、2200、

2300、2400、2500

本項目は内部監査がＩＩＡ国際基準の実施

基準（2000～2500）に従って行われることを

担保したものである。

記載内容は以下のとおりである。

１）年間監査計画の作成（ＩＩＡ国際基準

2010、2010. A1、2010. A2）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2010）では内

部監査部門が、リスク評価に基づき年間監査

計画を作成することを求めている。リスク評

価に基づき年間監査計画を作成することは、

組織体のゴールと調和を図ることにつなが

り、限られた監査資源をより効率的に活用し、

組織体に付加価値を与えるために必要なこと

である。

更に、ＩＩＡ国際基準の実施基準（2010.

A1、2010. A2）では年間監査計画策定時、最

高経営者及び取締役会からの意見を聞き、そ

れを考慮しなければならないとしている。こ

れは内部監査の対象が経営陣のリスク認識と

かけ離れないようにするために必要なことで

あり、内部監査部門の実効性を挙げるために

必須な行為である。

２）年間監査計画の社長及び取締役会による

承認（ＩＩＡ国際基準2020）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2020）では

「内部監査部門長は、重要な中途の変更を含

め、内部監査部門の計画および必要な監査資

９．監査の実施

１）内部監査部門長は、リスク評価に基づ

く年間監査計画を作成する。

２）年間監査計画（期中の重要な変更を含

む）は、社長及び取締役会の承認を得る。

３）個々の内部監査は承認された年間監査

計画に基づき実施する。

４）内部監査実施に当たっては内部監査の

範囲、目標、実施時期と資源の配分を内

容とした監査計画を立案し、文書化する。

５）内部監査の目標を達成するため十分な

情報を、識別・分析・評価及び記録する。

６）内部監査の結果（目標とその範囲、適

切な結論、勧告、及び是正の計画）を、

相応の考慮を払うことができる関係者に

対し、正確、客観的、明瞭、簡潔、建設

的、完全かつ適時に伝達する。

７）内部監査部門長は、伝達された結果に

ついての対応状況をモニタリング（注５）

する仕組みを確立し、維持する。

築し、実施する。

２）内部監査部門長は、品質評価の結果を

社長、取締役会、監査役会に伝達する。
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源について、最高経営者および取締役会に伝

達し、レビューと承認を受け」ることを求め

ている。年間監査計画策定時のみならず、期

中に重要な変更を行う場合も、内部監査部門

長は、社長及び取締役会の承認を得る必要が

ある。

３）承認された年間内部監査計画に基づく、

内部監査の実施（ＩＩＡ国際基準2010. A1）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2010. A1）で

は「個々のアシュアランス業務について、内

部監査部門の計画は、少なくとも年に１度実

施される文書化されたリスク評価に基づかな

ければならない」としており、内部監査が承

認された年間内部監査計画に基づき実施され

ることを要求している。前の段落では年間内

部監査計画がリスク評価に基づき行われるこ

とを担保し、本項目では、リスク評価に基づ

く年間監査計画に基づき実際の監査を進めて

いくことを規定している。

４）個々の監査計画策定（ＩＩＡ国際基準

2200）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2200）では

「内部監査人は内部監査（アシュアランスお

よびコンサルティング）の個々の業務に対し

て、個々の業務の目標、範囲、実施時期と資

源の配分を含む計画を策定し文書化しなけれ

ばならない」として、内部監査実施に当たっ

て個々の監査についての監査計画を立案し、

内部監査の範囲、目標、実施時期と資源の配

分を明確にすることを要求している。本項目

では、内部監査実施に当たって監査計画を立

案し、文書化することと、内部監査の範囲、

目標、実施時期と資源の配分を明確にするこ

とを規定している。

５）十分な情報の識別・分析・評価および記

録（ＩＩＡ国際基準2300）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2300）では

「内部監査人は、内部監査（アシュアランス

およびコンサルティング）の個々の業務の目

標を達成するため、十分な情報を識別・分析

・評価し、また文書化しなければならない」

として、内部監査の実施時に監査の目的達成

のために必要な情報の識別・分析・評価及び

記録を要求している。本項目では、ＩＩＡ国

際基準（2300）の考え方に沿って、十分な情

報を、識別・分析・評価及び記録することを

規定している。

６）内部監査結果の正確、客観的、明瞭、簡

潔、建設的、完全かつ適時な伝達（ＩＩＡ

国際基準2400、2420、2440. A1）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2400）では、

「内部監査人は、内部監査（アシュアランス

およびコンサルティング）の個々の業務の結

果を伝達しなければならない」とし、更に

（2420）では「伝達は、正確、客観的、明確、

簡潔、建設的、完全かつ適時なものでなけれ

ばならない」と伝達内容の正確、客観的、明

確、簡潔、建設的、完全性、適時性を要求し

ている。更に（2440. A1）では「内部監査部

門長は、個々のアシュアランス業務の結果に

ついて、相応の考慮を払うことができる関係

者に対して最終結果を伝達する責任がある」

として、個々のアシュアランス業務の結果が

適切な関係者に伝達されることを要求してい

る。本項目では、内部監査の結果が、適切な

関係者に伝達され、その伝達が正確、客観的、

明瞭、簡潔、建設的、完全かつ適時に行われ

るべきであることを規定している。

７）対応状況のモニタリング（ＩＩＡ国際基

準2500）

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2500）では、

「内部監査部門長は、経営管理者へ伝達され

た内部監査（アシュアランスおよびコンサル

ティング）の個々の業務の結果について、そ

の対応状況をモニターする仕組みを確立し、

維持しなければならない」として、内部監査

の結果に対する対応状況をモニタリングする

ことを義務付けている。本項目では、内部監

査部門長に、伝達された結果についての対応

状況をモニタリングする仕組みを確立、維持
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させることを義務付けている。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準2050

ＩＩＡ国際基準の実施基準（2050）では、

「内部監査部門長は、適切な内部監査の業務

範囲を確保し、業務の重複を最小限にするた

めに、内部監査部門以外のアシュアランス業

務やコンサルティング・サービスを行う組織

体内部および外部の者と、情報を共有し活動

の調整をすべきである」として、内部監査が

他の監査業務やモニタリング活動と重複し

て、組織体の効率を低下させることを避ける

ために、関係組織との調整を行うことを要求

している。本項目では、具体的に最も重複し

やすい監査役、外部監査人、社内のモニタリ

ング部門という具体的な組織を明示して、調

整を行うことを規定した。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準 序、1130.

C2

ＩＩＡの内部監査の定義では、「内部監査

は、組織体の運営に関し価値を付加し、また

改善するために行われる、独立にして、客観

的なアシュアランスおよびコンサルティング

活動である」と定義しており、内部監査部門

がある一定の基準においてコンサルティング

・サービスを行うことを認めている。更にＩ

ＩＡ国際基準の実施基準（序）では、「コンサ

ルティング・サービスは、性質として、助言

の提供（advisory）であり、一般に依頼部門

からの具体的な要請に基づいて実施される。

個々のコンサルティング業務の内容と範囲は、

依頼部門との合意による。一般に、コンサル

ティング・サービスは、次の二者からなる。

（1） 内部監査人：助言を提供する者ないし

はグループ

（2） 依頼部門：助言を必要として、これを

受ける者ないしグループ

コンサルティング・サービスを実施するに

あたって、内部監査人は、客観性を維持すべ

きであり、また経営管理者としての責任を負

ってはならない」としてコンサルティング・

サービスの形式や立場を明確にしている。

なお、ＩＩＡ国際基準の人的基準（1130.

C2）では「依頼を受けたコンサルティング・

サービスに関連して、内部監査人が独立性ま

たは客観性を損なう可能性がある場合は、

個々のコンサルティング業務を引き受ける前

に、依頼した部門にその事実を知らせなけれ

ばならない」ことを求めており、規程にコン

サルティング・サービスについて記載する場

合は、当該事項を追記することも検討すべき

である。

【解説】関連基準：ＩＩＡ国際基準、倫理綱

要

ＩＩＡ国際基準の実施基準（序）で「内部

監査は、目的、規模、複雑さ、および構造を

異にした組織体のなかで、また、組織体の内

部の人または外部の人により、法的および文

化的に多様な環境のもとで行われる。内部監

査の実務に影響を及ぼすこのような相違があ

るにしても、内部監査人と内部監査部門がそ

の責任を果たすために、『内部監査の専門職

10．他の監査機関との調整

内部監査部門長は、年間監査計画策定に

あたって、監査役、外部監査人、社内のモ

ニタリング部門との調整を行う。

11．コンサルティング・サービス（関連部

門の支援活動）の実施

内部監査部門は、関連部門より要請を受

け、内部監査部門長が妥当と判断した場合、

コンサルティング・サービス（関連部門の

支援活動）を実施する。

12．遵守すべき規範

１）内部監査部門は、内部監査人協会の定

める「内部監査の専門職的実施の国際基

準」に適合した形で活動を行う。

２）内部監査人は、内部監査人協会の定め

る倫理綱要を遵守する。
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的実施の国際基準』に従うことが肝要である」

としているとおり、内部監査はＩＩＡ国際基

準に則って行われることが必要である。また、

ＩＩＡの定める倫理綱要（はじめに）で「倫

理綱要は、ガバナンス、リスク・マネジメン

ト、およびコントロールに対する内部監査に

よる客観的保証への信頼の基礎となる。した

がって、内部監査の専門職にとって倫理綱要

は必要であり、適用されなくてはならない」

としているとおり、ＩＩＡの定める倫理綱要

の遵守は内部監査にとって必要不可欠な要素

である。

Ⅳ．おわりに

今回の研究では、内部監査の品質評価を行

う際の基礎資料としての内部監査基本規程雛

形について検討し、「規程制定の目的」、「内

部監査の定義」、「ＩＩＡ国際基準の人的基

準」、「ＩＩＡ国際基準の実施基準」、「遵守す

べき関連規範（ＩＩＡ国際基準、ＩＩＡ倫理

綱要）」の順で記載し、ＩＩＡ「内部監査の

専門職的実施の国際基準」との関連を明確に

しつつ、日本の基本規程の様式に載せた雛形

を作成した。

本雛形を参考に、日本の内部監査部門が自

社の内部監査基本規定の基準との整合性を確

認し、内部監査の品質向上につなげていただ

ければ幸いである。

また、このような個々の基準との比較が将

来の内部監査の品質評価体制構築への一助に

なることを期待している。

（注１）内部監査部門は、次に掲げる目標を

達成するためのガバナンス・プロセスを評

価し、その改善のための適切な提言をしな

ければならない。ガバナンス・プロセスの

目標は次のとおり。

・組織体において、適切な倫理観と価値観

を高める。

・組織体の業務遂行に有効なマネジメント

とアカウンタビリティを確保する。

・リスクとコントロールに関する情報を、

組織体の適切な部署に伝達する。

・取締役会、外部監査人、内部監査人およ

び経営管理者間の活動をコーディネート

し、それらの間の情報を伝達する。

（注２）コンサルティング・サービスは、Ｉ

ＩＡ国際基準の序にて定義されている。こ

の定義に基づくコンサルティング・サービ

スの制度を確立し維持している日本の監査

部門はまだ多くはないと考えられる。それ

ぞれの内部監査部門の制度の確立状況に応

じて規程への記載可否を判断する。本雛形

では採用する場合に備えて記載しておく。

（注３）過去１年以内に自らが責任を有した

活動を対象として個々のアシュアランス業

務を行う場合、その客観性は損なわれてい

るものとみなされる。

（注４）「内部評価継続的モニタリング」、「内

部評価定期的レビュー」、「外部評価」の３

つの評価が国際基準に沿って行われるよう

に体制を整備する必要がある。

（注５）改善提案に対するアクションプラン

のフォローアップ
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